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(57)【要約】
加圧流体駆動アクチュエータのピストン棒アセンブリが
提供される。ピストン棒アセンブリは、ピストン棒であ
って、当該ピストン棒の内側に沿って延在する流体流路
を有するピストン棒（１５０）と、流体流路に沿った位
置でピストン棒（１５０）に固定されたキャップ（９０
０）とを備える。封止手段（９１０）は、ピストン棒（
１５０）とキャップ（９００）の間に配置されて、ピス
トン棒（１５０）とキャップ（９００）の間に液密封止
を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピストン棒であって、前記ピストン棒の内側に沿って延在する流体流路を有する前記ピ
ストン棒と、
　前記流体流路に沿った位置で前記ピストン棒に固定されたキャップと、
　前記ピストン棒と前記キャップの間に配置されて、前記ピストン棒と前記キャップの間
に液密封止を提供する封止手段と、
　を備える、加圧流体駆動アクチュエータのピストン棒アセンブリ。
【請求項２】
　前記ピストン棒は、前記内側に沿って形成された肩部を有し、前記キャップは、前記キ
ャップの外側に沿って形成された肩部を有し、前記キャップは、前記キャップの肩部と前
記ピストン棒の肩部とが所定距離離間されるように前記ピストン棒に固定されており、前
記封止手段は、前記キャップの肩部と前記ピストン棒の肩部との間の空間で圧縮されて、
前記キャップと前記ピストン棒の間に前記液密封止を提供する、請求項１に記載のピスト
ン棒アセンブリ。
【請求項３】
　前記キャップの肩部から伸びている突部は、前記突部と、前記突部と対向する前記ピス
トン棒の一部との間のクリアランスを提供するように構成されている、請求項２に記載の
ピストン棒アセンブリ。
【請求項４】
　前記封止手段は、前記封止手段が前記キャップの肩部と前記ピストン棒の肩部との間で
圧縮されたときに、前記封止手段が前記突部と前記ピストン棒の間に変形し、流れるよう
に構成されている、請求項３に記載のピストン棒アセンブリ。
【請求項５】
　前記ピストン棒は、前記ピストン棒の前記内側に沿って形成された面取り面を有し、前
記封止手段は、前記キャップが前記ピストン棒に固定されるときに前記面取り面と前記キ
ャップの間で圧縮される、請求項１に記載のピストン棒アセンブリ。
【請求項６】
　前記キャップは、基部、及び前記基部から突出し、前記ピストン棒の前記内側に伸びて
いる装着部を備え、前記装着部は、非ねじ山部であって、前記キャップを前記ピストン棒
に取り付ける前に、前記封止手段を前記非ねじ山部に載置するように構成された前記非ね
じ山部を備える、請求項５に記載のピストン棒アセンブリ。
【請求項７】
　請求項１に記載のピストン棒アセンブリを備えるアクチュエータ。
【請求項８】
　請求項７に記載のアクチュエータを備えるボンネット持ち上げ機構。
【請求項９】
　請求項７に記載のアクチュエータを備える歩行者安全システム。
【請求項１０】
　ハウジングであって、ハウジング内部、及び前記ハウジング内部から前記ハウジングの
外部まで加圧流体を排気することを可能にする少なくとも１つの第１開口を画定する壁を
有する前記ハウジングと、
　融解可能なプラグであって、前記プラグが融解する前に、前記少なくとも１つの第１開
口を通じた加圧流体の排気を防止するように構成され、配置された前記プラグと、
　を備える、加圧流体駆動アクチュエータ。
【請求項１１】
　前記プラグは、前記少なくとも１つの第１開口内に配置されている、請求項１０に記載
の加圧流体駆動アクチュエータ。
【請求項１２】
　前記ハウジングの中で移動可能に配置された可動部材をさらに備え、前記可動部材は、
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前記可動部材に形成され、前記可動部材の第１の側と、前記第１の側と対向する前記可動
部材の第２の側との間の流体連通を可能にするように構成された少なくとも１つの第２開
口を有し、前記第２の側は、前記少なくとも１つの第１開口と流体連通しており、前記プ
ラグは、前記少なくとも１つの第２開口内に配置されている、請求項１０に記載の加圧流
体駆動アクチュエータ。
【請求項１３】
　請求項１０に記載のアクチュエータを備えるボンネット持ち上げ機構。
【請求項１４】
　請求項１０に記載のアクチュエータを備える歩行者安全システム。
【請求項１５】
　ハウジングと、
　前記ハウジングの中に移動可能に配置されたピストンと、
　前記ピストンに動作可能に結合されて、前記ピストンと共に移動する中空のピストン棒
と、
　融解可能なプラグであって、前記少なくとも１つの第１開口内に配置されて、前記プラ
グが融解する前に、前記少なくとも１つの第１の開口を通じた流体の流れを防止する前記
プラグと、を備え、
　前記ピストンは、前記ピストンに形成された少なくとも１つの第１開口を有し、前記少
なくとも１つの第１開口は、前記ピストンの第１の側と前記ピストン棒の内部との間の流
体連通を可能にするように構成され、配置されており、前記ピストン棒は、前記ピストン
棒の内部と前記加圧流体駆動アクチュエータの外部との間の流体連通を可能にするように
構成された、少なくとも１つの第２開口を有する、加圧流体駆動アクチュエータ。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年２月１０日出願の米国特許仮出願第６１／９３８，１２１号、及
び２０１４年２月１３日出願の米国特許仮出願第６１／９３９，６９６号の利益を主張す
るものであり、これらの開示は、その全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書に記載される実施形態は、一般に、加圧ガス駆動アクチュエータに関し、より
具体的には、上昇した圧力を、加圧ガス駆動アクチュエータ内で維持して、展開後の状態
を当該アクチュエータが比較的長時間保持するように使用可能な方法及び構造に関する。
【０００３】
　加圧流体によって駆動される、ピストン駆動アクチュエータでは、加圧流体源（例えば
、発火ガス発生器）からの流体がピストンに供給され、それにより、ハウジングの中でピ
ストンを移動させると共に、取り付けられているピストン棒をアクチュエータのハウジン
グから展開または伸長させる。このようにして、アクチュエータのハウジングの外部に位
置する作動可能な要素に対し、ピストン棒によって力が作用され得る。
【０００４】
　かかるアクチュエータのある適用例では、ピストン棒が展開された後、伸長または展開
後の状態にピストンを長時間（例えば、１５分まで）保持することが望ましい。しかしな
がら、ピストン及び／またはピストン棒の構造に応じて、加圧流体がアクチュエータの内
部を通じた漏洩経路を見出す場合があり、展開後の位置にピストンを長時間保持すること
が困難となる。
【０００５】
　従って、少なくとも一部の加圧流体をアクチュエータ内で封止または捕集して、伸長後
の状態にピストン棒を所望の長時間保持する構造が必要とされている。
【発明の概要】
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【０００６】
　本明細書に記載された実施形態の一態様では、加圧流体駆動アクチュエータのピストン
棒アセンブリが提供される。ピストン棒アセンブリは、ピストン棒であって、当該ピスト
ン棒の内側に沿って延在する流体流路を有するピストン棒と、流体流路に沿った位置でピ
ストン棒に固定されたキャップとを備える。封止手段は、ピストン棒とキャップの間に配
置されて、ピストン棒とキャップの間に液密封止を提供する。
【０００７】
　本明細書に記載された実施形態の別の態様では、加圧流体駆動アクチュエータが提供さ
れる。加圧流体駆動アクチュエータは、ハウジングであって、ハウジング内部、及びハウ
ジング内部からハウジングの外部まで加圧流体を排気することを可能にする少なくとも１
つの第１開口を画定する壁を有するハウジングを備える。融解可能なプラグは、当該プラ
グが融解する前に、少なくとも１つの第１開口を通じた加圧流体の排気を防止するように
構成され、配置されている。
【０００８】
　本明細書に記載された実施形態の別の態様では、加圧流体駆動アクチュエータが提供さ
れる。加圧流体駆動アクチュエータは、ハウジングと、当該ハウジングの中に移動可能に
配置されたピストンと、当該ピストンに動作可能に結合されて当該ピストンと共に移動す
る中空のピストン棒とを備える。ピストンは、当該ピストンに形成された少なくとも１つ
の第１開口を有する。少なくとも１つの第１開口は、ピストンの第１の側とピストン棒の
内部との間の流体連通を可能にするように構成され、配置されている。ピストン棒は、ピ
ストン棒の内部と加圧流体駆動アクチュエータの外部との間の流体連通を可能にするよう
に構成された、少なくとも１つの第２開口を有する。融解可能なプラグは、少なくとも１
つの第１開口内に配置されて、当該プラグが融解する前に、少なくとも１つの第１開口を
通じた流体の流れを防止する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】排気溝を通じたガスの排気が可能になる前の排気式加圧ガス駆動アクチュエータ
の一実施形態の断面側面図である。
【図２】排気が可能なときにピストンの一部が移動している最中である、図１に示したア
クチュエータハウジングの断面側面図である。
【図３】ガス排気が不可となったときの、排気期間が経過した後の図１に示したアクチュ
エータハウジングの断面側面図である。
【図４】図１～３に示したものと同様の排気溝の配置を採用しているハウジングを含むア
クチュエータの一部の断面図である。
【図４Ａ】図４に示したアクチュエータの一部の断面端面図である。
【図５】図４及び４Ａに示したハウジングの特定の実施形態の側断面図である。
【図６】図１～３に示したハウジングの実施形態の斜視図である。
【図７】代替的な排気溝の配置を示すアクチュエータハウジングの別の実施形態の断面端
面図である。
【図７Ａ】図７に示した排気溝の配置を採用しているアクチュエータハウジングの概略図
である。
【図８】代替的な排気溝の配置を採用している別のアクチュエータハウジングの実施形態
の概略図である。
【図９】様々な断面積を有する排気溝の実施形態を採用しているハウジングの一部の断面
図である。
【図９Ａ】様々な断面積を有する排気溝の別の実施形態を採用しているハウジングの一部
の断面図である。
【図１０】様々な断面積を有する排気溝の別の実施形態を採用しているハウジングの一部
の断面図である。
【図１１】様々な断面積を有する排気溝の別の実施形態を採用しているハウジングの一部
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の断面図である。
【図１２】様々な断面積を有する排気溝の別の実施形態を採用しているハウジングの一部
の断面図である。
【図１３】様々な断面積を有する排気溝の別の実施形態を採用しているハウジングの一部
の断面図である。
【図１４】図１～３に示したアクチュエータの実施形態について、ピストン棒によって作
用された力に対する負のＹ方向へのピストンの変位をプロットした図である。
【図１５】代替的な排気溝の配置を採用している別のアクチュエータハウジングの実施形
態の概略図である。
【図１６】代替的な排気溝の配置を採用している別のアクチュエータハウジングの実施形
態の概略図である。
【図１７】代替的な排気溝の配置を採用している別のアクチュエータハウジングの実施形
態の概略図である。
【図１８Ａ－Ｃ】アクチュエータハウジングの壁に排気溝を形成する際の経過の一実施形
態を示す断面概略図である。
【図１９Ａ】本明細書に記載されたアクチュエータの実施形態に使用可能な密封ピストン
棒の代替的な実施形態の断面側面図である。
【図１９Ｂ】図１９Ａに示したピストン棒の一部の拡大図である。
【図２０Ａ】本明細書に記載されたアクチュエータの実施形態に使用可能な密封ピストン
棒の別の代替的な実施形態の断面側面図である。
【図２０Ｂ】図２０Ａに示したピストン棒の一部の拡大図である。
【図２１】本明細書に記載された実施形態に使用可能な密封ピストン棒の別の代替的な実
施形態の一部の拡大断面側面図である。
【図２１Ａ】本明細書に記載された実施形態に使用可能な密封ピストン棒の別の代替的な
実施形態の一部の拡大断面側面図である。
【図２２】車両のボンネット持ち上げシステムまたは歩行者安全システムに組み込まれた
、本明細書に記載された実施形態に係るアクチュエータを起動させる前の当該アクチュエ
ータの概略図である。
【図２３】一対のアクチュエータを車両のボンネットの下側に沿って配置した状態の、図
５に示した歩行者安全システムを組み込んでいる車両の一部の斜視図である。
【図２４Ａ】ガス排気口及び感熱式排気栓の一実施形態を採用しているアクチュエータの
起動前状態における、当該アクチュエータの概略断面側面図である。
【図２４Ｂ】図２４Ａのアクチュエータの起動後状態における、当該アクチュエータの概
略断面側面図である。
【図２５Ａ】ガス排気口及び感熱式排気栓の別の一実施形態を採用しているアクチュエー
タの起動前状態における、当該アクチュエータの概略断面側面図である。
【図２５Ｂ】図２５Ａのアクチュエータの起動後状態における、当該アクチュエータの概
略断面側面図である。
【図２６Ａ】ガス排気口及び感熱式排気栓の別の一実施形態を採用しているアクチュエー
タの起動前状態における、当該アクチュエータの概略断面側面図である。
【図２６Ｂ】図２６Ａのアクチュエータの起動後状態における、当該アクチュエータの概
略断面側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　いくつかの図面の説明を通じて、同じ参照番号は同じ部品を指す。加えて、本明細書に
記載された様々な特徴の寸法のために目標値を列挙しているものの、これらの値は、製造
許容差などの要因によって若干変化し得ることが理解され、さらに、こうしたばらつきは
、本明細書に記載された実施形態の企図された範囲内にあることも理解される。
【００１１】
　図１～１８は、排気式加圧ガス駆動アクチュエータの様々な実施形態を示す図である。
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アクチュエータ１０は、任意の適切な装置または機構に搭載され、（以下でさらに詳細に
説明されるピストン棒５０を介して）当該装置または機構に動作可能に結合され得る。そ
れにより、当該装置または機構に力を伝達させる。後述する方法により、アクチュエータ
のハウジングに加圧ガスを導入したことに応答して、作動力が発生する。加圧ガスは、（
例えば、ハウジングに組み込まれたガス発生器によって）ハウジング内で発生し得る。あ
るいは、このガスは、ハウジング内部と流体連通している外部のガス供給源からハウジン
グに導入され得る。本明細書に記載されたアクチュエータの適用例の１つとしては、自動
車のボンネットの一部を持ち上げることが考えられる。
【００１２】
　図１に示した実施形態では、アクチュエータ１０は、ハウジング１２、当該ハウジング
の中に摺動可能に配置されたピストン３０、及び当該ピストンと連動して移動するように
当該ピストンに取り付けられたピストン棒５０を備える。ハウジング１２は、最外ハウジ
ング壁１２ｄを備える。このハウジング壁は、第１端部１２ａ、第２端部１２ｂ、及びこ
れらの第１端部と第２端部とを接続している本体１２ｃを画定する。壁１２ｄは、ハウジ
ングの中空内部１２ｅも画定する。図１～３に示した実施形態では、ハウジングの第１端
部１２ａは、適切なガス発生器１４（例えば、周知のマイクロガス発生器）を収容するた
めに径方向外側に広がっており、そこに当該ガス発生器が、圧着、接着取り付けまたはそ
の他の適切な方法によって挿入され、保持される。ガス発生器１４のガス放出部分は、ハ
ウジング内に配置される。それにより、ガス発生器が起動した後、発生ガスがハウジング
内部１２ｅに流入する。必要に応じて、（エポキシ封止材、Ｏリング封止材または他の封
止手段（図示せず）などの）適切な封止材を設けることにより、発生ガスがガス発生器１
４とハウジング１２の間でハウジングの外部に漏れることを防止するかまたは最小限にす
るようにしてもよい。最外ハウジング壁１２ｄは、特定用途の要件に従って、同一の最外
直径、または、任意の所望の方法でハウジングの長さに沿って変わる最外直径を選択的に
有し得る。
【００１３】
　図１～３に示した実施形態では、第２端部１２ｂは、開口１２ｆを備える。開口１２ｆ
は、これを通じて、（以下でさらに詳細に説明される）ピストン３０に取り付けられたピ
ストン棒５０を受け入れるように構成されている。このピストン棒は、ハウジング内部１
２ｅの中に摺動可能に配置される。開口１２ｆは、ピストン棒５０の各部が開口１２ｆを
通じてハウジングの内外に移動するときに当該ピストン棒を横方向に拘束または支持する
ように、サイズ調整され、または構成されてもよい。図１～３に示した特定の実施形態で
は、端部壁１２ｇは、ハウジング１２の一部から形成されており、開口１２ｆは、端部壁
１２ｇに穿孔され、または形成されている。必要に応じて、本明細書に記載された任意の
実施形態は、（例えば、図４の実施形態に示したように）補強キャップ１０５を組み込ん
でもよい。補強キャップ１０５は、溶接またはその他の適切な手段によってハウジングの
端部１２ｂに固定され、それにより、ピストンストロークの終了時に端部壁１２ｇと接触
しているピストン３０によって作用される衝撃力に対してハウジングの端部を補強する。
【００１４】
　ピストン３０は、ハウジング内部１２ｅに摺動可能に配置される。図１～３に示した実
施形態では、ピストン３０は、外壁３０ｂを有する基部３０ａを備える。壁３０ｂには溝
３０ｃが形成されている。溝３０ｃは、Ｏリング４０または別の適切な弾性気密封止材を
ここで受けるように構成されている。周知の方法により、Ｏリング４０は、ハウジング壁
１２ｄの内面と弾性的に係合または接触しており、それによってピストン３０と壁１２ｄ
の間に実質的な気密封止を提供する。ハウジング壁の内面に接触しているＯリング４０を
備えたハウジング１２にピストン３０が配置されると、Ｏリングとハウジング壁とが接触
する範囲により、ピストンの相対的に高い方の圧力側Ｐ１とピストンの相対的に低い方の
圧力側Ｐ２との間の境界が画定される。従って、後述するような溝（単数または複数）１
２ｖを通じた排気が生じることになるが、これは、これらの溝（単数または複数）に沿っ
て移動するガスが、ピストンの高い方の圧力側Ｐ１から低い方の圧力側Ｐ２側へと（Ｏリ
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ング４０とハウジング壁１２ｄの間で）Ｏリング４０の下を通過することができる場合に
限られる。
【００１５】
　図１～３に示した実施形態では、突部３０ｄが基部３０ａから伸びている。突部３０ｄ
は、関連するピストン棒５０と締り嵌めによって係合するように（または、ピストン棒５
０に適切に取り付けられるように）、あるいはピストン３０へのピストン棒５０の取り付
けを可能にするかまたは容易にするように構成されている。
【００１６】
　特定の実施形態では、基部３０ａに空洞３０ｅが形成されている。空洞３０ｅにより、
ピストン内に空所が設けられる。この空所は、ガス発生器１４の残渣または緩めた部分（
例えば、このガス発生器の起動及び発生ガスの放出に起因するガス発生器の弁部分）をこ
こに収容し、発生ガスの初期膨張を制限するように構成されている。これにより、相対的
により少ない量のガスをガス発生器に使用して、所望の効果を得ることができる。
【００１７】
　ピストン棒５０は、当該ピストン棒に接続された要素（例えば、車両（図示せず）のボ
ンネットの一部）にアクチュエータ力を伝達する機構である。ピストン棒５０は、ピスト
ンと連動して移動するように当該ピストンに取り付けられた第１端部５０ａを備える。第
１端部の反対側の第２端部５０ｂは、アクチュエータ力を伝達すべき要素または機構に取
り付けられるように構成され得る。本明細書に記載された密封の実施形態では、ピストン
棒５０は、中空であると共に、本明細書に記載された方法でピストン棒の第２端部５０ｂ
に取り付けられたキャップ９００を備えており、それによってピストン棒アセンブリが形
成されている。ピストン棒は、特定用途に適した、またはそのような用途に必要な、任意
の特定の長さ、直径、形状及び／または他の１つ以上の特性も有し得る。
【００１８】
　図１～３を参照すると、少なくとも１つの排気溝１２ｖは、ハウジング壁１２ｄの内面
１２ｗに沿って形成されている。図１～３に示した実施形態では、溝１２ｖは、壁内面の
部分１２ｘを外側に押圧して、壁の関連部分を引き伸ばすかまたは変形させる形成加工に
よって作製される。溝１２ｖは、引き伸ばされるかまたは外側に突出する壁１２ｄの部分
１２ｘが外側に押されるときに形成される。溝１２ｖは、ハウジング１２の内部の第１位
置と、この第１位置から離間されたハウジング内部の第２位置との間の流体流路を提供す
るように構成されている。
【００１９】
　図１８Ａ～Ｃは、本体部１２ｃの端を起点として排気溝１２ｖを形成する際の経過を示
す図である。図示した実施形態では、形成工具８００は、当該工具がハウジングの端部か
らハウジング内部へと方向Ｖ１に挿入されるときに矢印Ｗによって示した方向にハウジン
グ壁の材料をずらすことにより、所望の形状及び寸法を有する溝を作製するように形作ら
れている。ハウジング壁の外側に沿う、配置後のハウジング壁の材料の部分１２ｚは、方
向Ｗに流れ、関連する成形ダイＤ１００の空洞Ｃ１００に流れ込む。
【００２０】
　本明細書に記載された実施形態では、少なくとも１つの排気溝の端部は本体部１２ｃの
端まで延在しており、ハウジングの端部１２ａまたは１２ｂの一方において排気溝の端部
が開放されるようになっている。従って、ハウジングの内部は、この位置でハウジングの
外部に排気することが可能である。
【００２１】
　代替的な方法（図示せず）では、溝１２ｖは、ハウジング壁の内面に施される穴ぐり加
工によって形成される。周知の方法では、穴ぐり加工によって壁内面から所望量の材料が
取り除かれ、それにより、溝の所望の位置と対向するハウジングの壁部の厚みが減少する
。
【００２２】
　溝または溝の一部を形成する別の代替的な方法では、内部の溝１２ｖと対向して存在す
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るハウジングの外側の一部が、（上記で説明した空洞Ｃ１００などの）成形ダイの空洞の
上に位置している状態で、ハウジング１２は、その長さが長手方向の基部に沿って延在し
、それによって支えられるように配置される。次に、押圧工具がハウジングの端部に挿入
される。この押圧工具は、所望の深さ、形状及び長さを有する溝または溝部を作製するよ
うに形作られた溝形成部を備える。このような作製の際には、この溝形成部がハウジング
壁１２ｄの内部の表面に押圧される。当該工具の溝形成部は、ハウジング１２の長手方向
軸Ｌ１に対して垂直な方向で壁１２ｄに押圧される。それにより、先に説明したように、
溝を形成すると共に、ハウジング壁の一部を成形ダイの空洞へと外側に変形させる。本方
法を用いて、溝の種々の部分を、軸Ｌ１に対して垂直なハウジング１２によって取り出さ
れた種々の平面に沿って種々の断面積を有するように形成することができる。これにより
、Ｏリングの周囲にガスを流すための溝の一部の断面積を、（例えば、図１０～１３に見
られるように）溝に沿った任意の位置において制御することが可能となる。本方法では、
ハウジングの端部から離間された、ハウジング壁に沿った位置において排気溝を形成する
ことも可能である。
【００２３】
　アクチュエータ力のプロファイル（本明細書では、時間の関数として、ピストン棒５０
に接続された要素に対して当該ピストン棒によって作用される力として定義される）は、
排気溝の数、（例えば、図４Ａの領域Ａに示したように、ハウジングの任意の所与の断面
における溝の縁部を画定するＯリング及びハウジング壁１２ｄの一部によって制限される
領域として、各排気溝について定められる）排気溝（単数または複数）の領域、排気溝（
単数または複数）の１つ以上の長さ、ガス発生器のガス出力特性、及び他の関連要因など
の、アクチュエータの構造上の特徴を制御することによって制御され得る。こうした各特
徴の寸法を変更して、排気口を伝わるガスの総流量や排気が可能である時間などの特性を
制御することができる。
【００２４】
　例えば、図１～３に示した実施形態では、溝１２ｖがこれ以外の部分のハウジング壁の
内面の外側に、またはその内面を越えて延在しているため、溝１２ｖは、Ｏリングが排気
溝の上に配置されているときに、高い方の圧力側Ｐ１から低い方の圧力側Ｐ２への、Ｏリ
ング４０を通過する加圧ガスの流路（または排気口）を提供する。その後、溝１２ｖに沿
ってピストン３０の低い方の圧力側に流れるガスが自由になり、ハウジングの開口１２ｆ
を通じてハウジングから流れる。
【００２５】
　排気溝は、Ｏリング４０の下に延在しており、Ｏリングの高い方の圧力側Ｐ１とＯリン
グの低い方の圧力側Ｐ２とを接続する。従って、本明細書に記載された実施形態では、ガ
ス流路が、高い方の圧力のピストン側Ｐ１から低い方の圧力側Ｐ２へと、溝に沿い、Ｏリ
ング４０を通過して存在する限り、溝に沿った排気が可能となる。
【００２６】
　本明細書に記載された実施形態では、任意の排気溝の長さ及び位置を指定して、ピスト
ンのストローク長の一部のみに沿って排気することが可能となるようにする。このような
実施形態では、排気溝に沿い、Ｏリング４０を通過する発生ガスの一部の流れは、排気溝
の長さ及び位置に対応するピストンストロークの一部に対してのみ可能となる。
【００２７】
　特定の実施形態では、溝（または複数の溝）の端部の位置を指定して、排気の開始及び
／または終了が生じるときのピストンストロークの位置を制御するようにしてもよい。例
えば、図１～３に示したアクチュエータハウジングの実施形態は、溝１２ｖを含む。溝１
２ｖは、ハウジング内で指定距離を移動した後にピストンが到達する位置１２ｖ－ａにて
排気を開始することができるように構成されている。ピストンが１２ｖ－ａで溝１２ｖに
到達した後、溝１２ｖの端部にある位置１２ｖ－ｂをＯリングが通過するまで、この溝を
通じた排気が可能である。
【００２８】
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　図４及び４Ａは、図１～３に示したものと同様の排気溝の配置を採用しているハウジン
グを含むアクチュエータの一部の断面図である。図５は、図４及び４Ａに示したハウジン
グの特定の実施形態を示す図である。本実施形態では、ハウジングの端部壁１２’ｇの内
面から溝の端部１２’ｖ－ｂまでの距離Ｄ１が３０ミリメートルであり、かつ、ハウジン
グの端部１２’ａに最も近いピストンの表面から溝の端部１２’ｖ－ａまでの距離Ｄ２が
、ピストンストロークが開始する前には３０ミリメートルであるように、ハウジングの長
さに沿って溝１２’ｖが形成されている。
【００２９】
　（図８に示した）別の実施形態では、溝１２ｖがハウジングの端部１２ｂまで延在して
おり、ピストンが１２ｖ－ａで溝１２ｖに到達するまで排気が遅延するが、その後は、ハ
ウジングの反対側の端部１２ｂに至るまで排気が可能となる。
【００３０】
　他の実施形態では、ハウジング壁の内面に沿って複数の排気溝が離間されていてもよい
。例えば、図７、７Ａ、１５、１６及び１７は、複数の離間された溝１２ｖ－１及び１２
ｖ－２を有するアクチュエータハウジングの概略図である。平面ｓ１及びｓ２は、ハウジ
ングの一部における端部または境界を模式的に表したものである。このハウジングに沿っ
て、高い方の圧力のピストン側Ｐ１から低い方の圧力側Ｐ２に排気することは、当該ハウ
ジングに沿って排気溝を設けることによって可能となり得る。ピストンはＶ方向に移動す
る。このとき、ピストンストロークは、平面ｓ１で、または平面ｓ１の辺りで始まり、平
面ｓ２で、または平面ｓ２の辺りで終わる。
【００３１】
　図７は、径方向に対向する２つの排気溝１２ｖ－１及び１２ｖ－２を有するアクチュエ
ータハウジングの一部の平面断面図である。図７Ａは、図７に示した排気溝の配置を採用
しているハウジングの概略図である。図７及び７Ａに示した特定の実施形態では、溝１２
ｖ－１及び１２ｖ－２は、等しい長さを有し、ハウジングに沿って同一の広がりを有する
（すなわち、溝の始まりは、ハウジングの長手方向軸Ｌ１に対して垂直に伸びている共通
平面ＬＧ１に沿って配置されており、溝の端部は、ハウジングの長手方向軸Ｌ１に対して
垂直に伸びている別の共通平面ＬＧ２に沿って配置され、かつ第１平面から離間されて配
置されている）。従って、本実施形態では、ピストンがＶ方向に移動するとき、両方の溝
を通じた排気が同時に始まり、同時に終わる。溝１２ｖ－１及び１２ｖ－２の端部は、ハ
ウジング１２の両端部からも離間されている。しかしながら、図７Ａに示した対向する溝
は、代わりに、異なる長さを有してもよい。
【００３２】
　複数の溝を採用している任意の実施形態では、各溝は、任意の所望の長さ、及びハウジ
ング１２の長さに沿った相対位置を有し得る。すなわち、これらの溝は、特定用途の作動
力の要件に応じて、互いに同じ長さを有していても有していなくてもよく、互いに同一の
広がりを有していても有していなくてもよい。また、任意の所望の数の排気溝を用いても
よい。加えて、図７及び７Ａに示した溝１２ｖ－１及び１２ｖ－２は１８０°の角度で離
間されているが、任意の組の溝における任意の一対の溝の間の１つ以上の角度間隔、及び
／または他の距離は、等しくても等しくなくてもよい。
【００３３】
　図７及び７Ａには一対の排気溝が示されているが、ハウジングの実施形態は、壁の少な
くとも１つの内面に離間されて形成された、任意の所望の数の排気溝を組み込んでもよい
。このとき、各排気溝は、ハウジング内部の関連する第１位置と当該関連する第１位置か
ら離間されたハウジング内部の関連する第２位置との間に、関連する流体流路を提供する
ように構成されている。
【００３４】
　（図１５に示した）別の実施形態は、図８に示した排気口１２ｖと同様の２つの排気口
１２ｖ－１及び１２ｖ－２を含む。本実施形態では、ピストンが、（平面ＬＧ１に沿って
存在する）１２ｖ－１ａで溝１２ｖ－１に到達し、かつ（同様に平面ＬＧ１に沿って存在
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する）１２ｖ－２ａで溝１２ｖ－２に到達するまで、溝１２ｖ－１と溝１２ｖ－２の両方
において排気が遅延する。その後、ハウジングの反対側の端部１２ｂに至るまで、両方の
溝に沿った排気が可能となる。
【００３５】
　（図１６に示した）別の実施形態は、重なり合う端部を有する少なくとも２つの溝１２
ｖ－１及び１２ｖ－２を含む。溝１２ｖ－１は、指定距離をハウジングの中で移動した後
にピストンが到達する、（第１平面ＬＧ１に沿って位置する）位置１２ｖ－１ａで排気を
開始することができるように構成されている。ピストンが１２ｖ－１ａで溝１２ｖ－１に
到達した後、溝１２ｖ－１の端部である、（平面ＬＧ３に沿って位置する）１２ｖ－１ｂ
をＯリングが通過するまで、当該溝を通じて排気することが可能となる。しかしながら、
溝１２ｖ－１に沿って位置１２ｖ－１ａから１２ｖ－１ｂまでＯリングが通過する間、Ｏ
リングは、（平面ＬＧ２に沿って、溝１２ｖ－２の低い方の端部に位置する）溝１２ｖ－
２に沿った位置１２ｖ－２ａを越えて通過する。それにより、溝１２ｖ－１に沿った排気
に加えて、溝１２ｖ－２に沿った排気が可能となる。次に、溝１２ｖ－１に沿った、（平
面ＬＧ３に沿って位置する）位置１２ｖ－１ｂをＯリングが通過するまでは両方の溝に沿
って排気することが可能となり、その後、この溝の端部１２ｖ－２ｂまでは溝１２ｖ－２
に沿ってのみ排気することが可能となる。
【００３６】
　図１６には重なり合う一対の溝を有する実施形態が示されているが、必要に応じて、任
意の数の重なり合う溝を用いることにより、所望の作動力のプロファイルを得るようにし
てもよい。例えば、ピストンストロークの最初の部分における排気を可能にする１つの第
１の溝が、図１６に示した方法で、複数の第２の溝と重なり合うことにより、ピストンス
トロークの後の部分においてこれらの第２の溝を通じた排気が可能となるようにしてもよ
い。同様に、ピストンストロークの最初の部分における排気を可能にする複数の第１の溝
が、図１６に示した方法で、１つの第２の溝と重なり合うことにより、ピストンストロー
クの後の部分においてこの第２の溝を通じた排気が可能となるようにしてもよい。
【００３７】
　（図１７に示した）別の実施形態は、少なくとも２つの溝１２ｖ－１及び１２ｖ－２を
含む。溝１２ｖ－１及び１２ｖ－２は、これらの溝の隣接する端部の間に空間Ｄ’が設け
られた状態で、共通平面Ｘ’に沿って配置されている。両方の溝の長手方向軸は、平面Ｘ
’に沿って位置する。この平面Ｘ’は、図１７に示したように、ハウジングの長手方向軸
Ｌ１からハウジングの側面まで伸びている。溝１２ｖ－１は、指定距離をハウジングの中
で移動した後にピストンが到達する、（平面ＬＧ１に沿って位置する）位置１２ｖ－１ａ
で排気を開始することができるように構成されている。ピストンが１２ｖ－１ａで溝１２
ｖ－１に到達した後、溝１２ｖ－１の端部である、（平面ＬＧ２に沿って位置する）１２
ｖ－１ｂをＯリングが通過するまで、当該溝を通じて排気することが可能となる。その後
、Ｏリングが（平面ＬＧ３に沿って位置する）溝１２ｖ－２の端部１２ｖ－２ａに到達す
るまでは排気が不可能となる。続いて、溝１２ｖ－２の端部１２ｖ－２ｂに到達するまで
、溝１２ｖ－２に沿った排気が可能となる。
【００３８】
　図１～３に示した実施形態では、溝１２ｖは、その全長に沿って、（製造許容差の範囲
内で）一定の断面積を有する。本明細書で説明された実施形態の何れにおいても、（複数
の溝がハウジングに組み込まれた場合の）これらの溝は、同じ断面積または異なる断面積
を有してもよい。
【００３９】
　加えて、アクチュエータ力のプロファイルに影響を及ぼす別の手段として、任意の特定
の溝の断面積をその長さに沿って変化させてもよい。ガスが流れ得る領域を制御すること
により、溝に沿ってピストンが移動するときにガスの流れまたは排気速度の変動を制御す
ることが可能となる。
【００４０】
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　例えば、図９に示した実施形態では、溝１１２ｖの深さｄ’は、この溝の長さの少なく
とも一部に沿って変化する。この溝の深さｄ’がこのように変化すると、溝の断面積には
、これに対応する変化が当該溝の長さに沿って生じる。図９に示した特定の実施形態では
、溝１１２ｖが先細りになっており、それにより、溝の深さｄ’は、この溝の長さに沿っ
て一定の割合で変化する。図９Ａを参照すると、別の特定の実施形態では、排気溝の幅ｗ
が溝１２ｖｖの長さに沿って変化し、それにより、溝の断面積には、これに対応する変化
が当該溝の長さに沿って生じる。図９Ａにおける特定の実施形態では、この溝の幅は、当
該溝の長さに沿って一定の割合で変化するように先細りになっている。あるいは、加工可
能な任意の所望の方法で溝の断面積を変化させることができる。
【００４１】
　他の実施形態では、異なる特性を有する「ゾーン」を含む隣接部分または隣接区間に任
意の溝を形成してもよい。
　例えば、図１０及び１１に示した実施形態では、溝１１２ｖの第１部分Ｒ１は一定の断
面積を有し、この第１部分に隣接する溝の第２部分Ｒ２は、この溝の第２部分の長さに沿
って変化する断面積を有する。
【００４２】
　図１２に示した実施形態では、溝１１２ｖの第１部分Ｒ１は、第１の一定の断面積を有
し、この第１部分に隣接する溝の第２部分Ｒ２は、第１の断面積と異なる第２の一定の断
面積を有する。
【００４３】
　図１３に示した実施形態では、溝１１２ｖの第１部分Ｒ１は、この溝の長さに沿って変
化する断面積を有し、溝の第２部分Ｒ２は、この溝の長さに沿って変化する断面積を有す
る。
【００４４】
　上記を鑑みると、本明細書に記載された方法及び構造を用いて、多種多様なアクチュエ
ータ力のプロファイルの何れをも提供するために多数の選択肢が存在することが理解され
得る。
【００４５】
　図１～３を参照すると、アクチュエータの動作中は、ガス発生器または他の加圧ガス源
を起動させて、ピストンの高い方の圧力側Ｐ１のハウジングに加圧ガスを導入する。加圧
ガスによってピストンがＶ方向に押し出され、それにより、ピストン棒５０に接続された
要素または機構に対し、当該ピストン棒によって力が作用される。アクチュエータ力のプ
ロファイルは、ピストンの高い方の圧力側Ｐ１から低い方の圧力側Ｐ２まで溝（単数また
は複数）を通じて排気される加圧ガスの量と関係がある。ピストンストロークの終了時、
かつ／またはＯリングが溝（単数または複数）を通過し、ハウジング壁の溝のない表面と
面一で接触しているとき、高い方の圧力側に残存しているガスは、高い方の圧力領域の圧
力が気圧とほぼ等しくなるまで、高い方の圧力領域から低い方の圧力領域へと、（排気溝
の１つに沿ってガスが流れる場合よりも非常に緩やかにではあるが）ハウジング壁とＯリ
ングの間において漏出し続ける可能性がある。その結果、アクチュエータの展開後数秒以
内に、アクチュエータが完全に減圧される。
【００４６】
　また、特定の実施形態（図示せず）では、アクチュエータを起動させる前に、少なくと
も１つの排気溝の一部が、Ｏリング４０の高い方の圧力側Ｐ１（すなわち、ガス発生器側
）と、低い方の圧力側（すなわち、ピストン棒５０がハウジング１２を出るときのピスト
ンの側）との両方にあるようにピストン３０を配置する。これにより、ピストンの両側Ｐ
１及びＰ２におけるハウジングの内部圧力を、アクチュエータの組み立て中において、さ
らにはアクチュエータの起動前において等しくすることができる。
【００４７】
　図１４は、図１～３に示したアクチュエータの実施形態について、アクチュエータが完
全に展開された後の（すなわち、ピストンの最大行程での）、ピストン棒によって作用さ
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れた力に対する負のＶ方向へのピストンの変位をプロットした図である。図１４から理解
できるように、ピストン棒５０がハウジングの中に押し戻されると、溝１２ｖに沿った位
置１２ｖ－ｂをちょうど通過した位置にＯリングが到達するまで、－Ｖ方向へのピストン
３０の変位に抵抗する力が着実に増加する。この位置にて、ピストンのＰ１側に貯えられ
た加圧ガスの排気が再度可能となる。溝１２ｖを通じてガスを排気することにより、図３
に示した－Ｖ方向へのピストンの更なる移動に抵抗する力が急速に低下する。
【００４８】
　図１９Ａ～２１Ａを参照すると、本明細書に記載された実施形態の別の態様では、代替
的なピストン棒の構成１５０は、第１端部１５０ａ、第２端部１５０ｂ、及びこれらの第
１端部と第２端部との間に延在する壁１５０ｗを備え得る。これにより、ピストン棒の内
部、及び各端部間に延在する流体流路を画定する。端部１５０ａは、これを通じてガス供
給源から加圧ガスの流れを受け入れるように開放されている。これらのガスは、矢印Ｋの
方向でピストン棒に流入して、ピストン棒の移動を生じさせる。従って、本実施形態では
、先に説明した別個のピストン３０は、ピストン棒の第１端部１５０ａから除外されてい
る。むしろ、（図１～３に示した別個のピストン３０と類似し得る）ピストンの作用を果
たす構造は、第１端部１５０ａに組み込まれている。第１端部１５０ａは、先に説明した
ように、その外面に沿って配置されたＯリングまたは他の弾性封止手段４０を備え得る。
【００４９】
　（図１９Ａ～２１Ａでは９００と略称される）ピストン棒のキャップは、ピストン棒の
第２端部１５０ｂに取り付けられている。キャップ９００は、アクチュエータ力を伝える
べき機構（例えば、車両のボンネットの下側）に取り付けられるように（またはこれに適
切に係合するように）構成されている。従って、本実施形態では、アクチュエータ力は、
ピストン棒のキャップ９００を介してピストン棒１５０から被作動機構まで伝達される。
【００５０】
　一実施形態では、キャップ９００は、被作動機構に接触するかまたは係合するように構
成された基部９００ａ、及び基部９００ａから突出している装着部９００ｂを備える。装
着部９００ｂは、（例えば、溶接、ねじ接続または他の手段によって）ピストン棒１５０
の中空の第２端部１５０ｂに適切に固定される。それにより、アクチュエータの起動前、
起動中及び起動後において、キャップ９００は、ピストン棒の端部１５０ｂに取り付けら
れたままとなる。ピストン棒１５０に流入する加圧ガスは、先に説明した実施形態のよう
なピストン３０の代わりにキャップ９００を押圧して、先に説明した方法でピストン棒の
移動を生じさせる。
【００５１】
　一実施形態では、（図１９Ｂ、２０Ｂ、２１及び２１Ａに模式的に示した）ねじ山９０
０ｃが、装着部の外面に沿って形成されており、ピストン棒の第２端部１５０ｂの内面に
沿って形成された、（図１９Ｂ、２０Ｂ、２１及び２１Ａに模式的に示した）相補的なね
じ山１５０ｔと係合するように構成されている。しかしながら、他の取り付け方法（例え
ば、接着剤、溶接またはその他の適切な方法）を使用してもよい。
【００５２】
　ピストン棒１５０であって、これを通って延在する流体流路を備えたピストン棒１５０
と、直前に説明したキャップ９００とを組み込んでいるアクチュエータのいくつかの用途
では、ピストン棒の中の液圧を維持して、比較的長時間（例えば、１５分以上）、ピスト
ン棒１５０が伸長または展開後の状態を保つことが望ましい。このような実施形態では、
封止手段を設けて、キャップ９００とピストン棒１５０の間の接触界面を封止することに
より、この接触界面を通じた加圧ガスの漏洩によるピストン棒１５０の内部の圧力降下を
防止するかまたは遅延させることを支援してもよい。
【００５３】
　図１９Ａ～１９Ｂを参照すると、一実施形態では、キャップ９００は、装着部９００ｂ
の外側に沿って形成された環状の肩部９００ｓを備える。肩部９００ｄからは突起９００
ｄが伸びている。突起９００ｄは、この突起と、当該突起と対向するピストン棒の壁１５
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０ｗの内側との間にクリアランス９００ｅを設けるような寸法となっている。
【００５４】
　ピストン棒の壁１５０ｗの内側に沿って、肩部１５０ｓも形成されている。肩部１５０
ｓは、キャップ９００がその最終的な位置（すなわち、図１９Ａ～２１Ａに示した実施形
態において、キャップの基部９００ａがピストン棒の端部に接触する位置）においてピス
トン棒に取り付けられるときに、ピストン軸の肩部９００ｓと対向して存在し、かつこの
肩部９００ｓから距離ｄだけ離間されて存在するように配置されている。
【００５５】
　本実施形態では、封止手段は、肩部９００ｓと肩部１５０ｓの間の空間ｄに配置された
封止部材９１０（例えば、Ｏリング）の形態をとっている。ピストン棒１５０の端部にキ
ャップを取り付ける前に、壁の肩部１５０ｓに沿って封止部材９１０を着座させてもよい
。あるいは、ピストン棒１５０の端部にキャップ９００を取り付ける前に、装着部の肩部
９００ｓに沿って封止部材９１０を着座させてもよい。キャップ９００がピストン棒の端
部にねじで、またはそれ以外の方法で取り付けられるときに、装着部の肩部９００ｓが封
止部材９１０に接触し、壁の肩部１５０ｓに対して封止部材を押圧する。それにより、封
止部材を圧縮して、対向する肩部の間に圧縮封止を形成する。これにより、キャップ９０
０とピストン棒１５０の間に実質的な液密封止が提供されて、アクチュエータの起動中及
び起動後にピストン棒の中のガス圧力を維持することが支援される。
【００５６】
　図２０Ａ～２０Ｂを参照すると、別の特定の実施形態では、キャップの装着部をピスト
ン棒の端部に挿入してピストン棒１５０の端部にキャップ９００を取り付ける前に、適切
な封止材料９２０が、ピストン棒の内壁１５０ｗとキャップ９００の少なくとも一方に（
例えば、装着部の肩部９００ｓに沿って）成形されるかまたは塗布される。キャップをそ
の最終的な位置に着座させるときに、先に説明したように封止材料９２０が圧縮されて、
圧縮封止が形成される。加えて、封止材料、及び装着部の突起９００ｄと壁１５０ｗの間
のクリアランス９００ｅを指定することにより、対向する肩部９００ｓと肩部１５０ｓの
間で封止材料が圧縮されるときに、突起９００ｄと壁１５０ｗの間に封止材料を変形させ
るかまたは流すことが可能となるようにしてもよい。これによって封止の長さが増加し、
それにより、封止の有効性が向上すると考えられる。適切な成形材料のいくつかの実施例
には、ゴム系材料及びシリコーン系材料が含まれる。しかしながら、本明細書に記載され
た目的に適したその他の材料を使用してもよい。
【００５７】
　図２１を参照すると、別の特定の実施形態では、キャップ９００の装着部９００ｂは、
先に説明したようにピストン棒２５０の端部２５０ｂに取り付けられる。例えば、図１９
Ａまたは２０Ａでは、第２端部２５０ｂと対向するピストン棒の第１端部２５０ａ（図示
せず）が、先に示した端部１５０として構成され得る。棒２５０はまた、当該棒の内側に
おいて、半円錐面または面取り面２５０ｃも有する。この面は、棒の第２端部２５０ｂに
、またはその近くに形成されている。弾性封止材２５１（例えば、適切なＯリング）は、
ピストン棒にキャップを取り付ける前に、面取り面２５０ｃに沿って配置可能であるよう
にサイズ調整される。ピストン棒にキャップを取り付けている間、封止材２５１に圧力が
加えられて、面取り面２５０ｃとキャップの間で封止材が圧縮される。それにより、封止
材が締め付けられて、ピストン棒の内部からの加圧ガスの漏洩を防止することが支援され
る。
【００５８】
　図２１Ａを参照すると、代替的な実施形態では、封止材２５１は、ピストン棒のキャッ
プ９００をピストン棒１５０に取り付ける前に、装着部９００ｂの基部に配置される。先
に説明したように、相補的なねじ山を用いてピストン棒の端部２５０ｂにキャップ９００
を付設してもよく、あるいは、その他の適切な方法（例えば、接着剤、締り嵌めなど）を
用いてキャップ９００を付設してもよい。図２１Ａに示したキャップ９００の特定の実施
形態では、装着部９００ｂの非ねじ山部９００ｎが、基部９００ａと装着部９００ｂの間
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の接合部に設けられており、ピストン軸にキャップ９００を取り付ける前に封止材２５１
を載置・保持できるようになっている。次に、ピストン棒の端部２５０ｂへとキャップ９
００をねじ止めすると、先に説明したように封止材２５１が圧縮される。
【００５９】
　本明細書に記載されたハウジング、ピストン、ピストン棒、キャップ及びその他のアク
チュエータ要素の実施形態は、例えば、金属または金属合金などの、任意の適切な材料ま
たは複数の材料から形成され得る。
【００６０】
　直前に説明した実施形態の１つに係る密封ピストン棒は、ハウジングに使用され得るこ
とが理解されよう。このハウジングは、本明細書で先に説明したような当該ハウジングに
沿った排気溝を組み込むかまたは組み込まないかを問わない。また、本明細書に記載され
た封止機構を使用して任意の中空ピストン棒の内部を封止することにより、ピストン棒の
内部からの加圧ガスの漏出を防止するかまたは遅らせることを支援してもよい。
【００６１】
　次に図２２及び２３を参照すると、本明細書に記載されたアクチュエータの実施形態に
関する適用例の一実施例において、アクチュエータ１０は、フロントガラス９９に隣接す
る、車両のボンネット１００の後部１００ａを持ち上げるために使用され得る。本適用例
では、アクチュエータハウジングの第１端部（例えば、図１～３において先に示した、例
えば、第１端部１２ａ）が、車両９の一部に付設されており、それと共に、アクチュエー
タハウジング１２から伸びているピストン棒の関連する端部（例えば、図面において先に
示した端部５０ｂまたは１５０ｂ）が、車両のボンネットの後部１００ａに動作可能に結
合されている（または、それ以外の場合には車両のボンネットに対して配置されている）
。それにより、アクチュエータが起動してアクチュエータハウジングからピストンを動か
すことにより、直接的または間接的に、周知の方法でボンネットの後部１００ａを持ち上
げるようになっている。アクチュエータの実施形態は、他の構成要素を含むボンネット引
き上げ機構またはボンネット引き上げシステムに組み込まれてもよく、既定の起動条件に
応答してボンネットの後部を持ち上げるように設計されてもよい。
【００６２】
　一実施例では、図２２を参照すると、アクチュエータ１０は、加圧流体源９９９に動作
可能に結合されている。加圧流体源９９９は、アクチュエータ起動信号を受け取ると加圧
流体をアクチュエータに供給するように動作可能である。流体源９９９及び／またはアク
チュエータ１０は、センサ２１０と動作可能に通信してもよい。センサ２１０は、周知の
アルゴリズムを実装している処理装置またはＥＣＵ９５と通信する。このアルゴリズムは
、既定の起動条件に基づき、センサ入力を評価し、アクチュエータ１０の起動を開始する
。アクチュエータ１０の起動は、任意の所望の条件（例えば、車両と歩行者９８とが実際
に接触したこと、もしくは両者の接触が差し迫っていることが検出されたこと、及び／ま
たはその他の所望の条件）に基づいてもよい。起動後、アクチュエータ１０の動作時には
、アクチュエータのピストン棒５０、１５０がハウジング１２から展開して、ピストン棒
５０、１５０に取り付けられたボンネットの端部１００ａを矢印Ｖ２によって示した方向
に上方へと移動させる。
【００６３】
　図２２及び２３を参照すると、特定の実施形態では、本明細書に記載された実施形態に
係るアクチュエータの対１０、１０’及び関連する加圧流体源９９９、９９９’は、車両
のボンネット１００の下において、車両の前部－後部の軸Ｗから当該軸の両側に対して水
平方向に離間され、当該ボンネットの後部に近接する車両の各部に取り付けられ得る。起
動時には、これらのアクチュエータを組み合わせて、周知の方法で、ボンネット１００の
後部１００ａにおける離間された各部を持ち上げる。関連技術分野において公知であるよ
うに、ボンネット１００の後部１００ａを持ち上げ、車両における当該ボンネットの通常
の静止位置から離間された位置にボンネット部を高く保持することにより、ボンネットの
この部分に対する歩行者の衝撃を吸収することを支援することができる。
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【００６４】
　他の実施形態では、本明細書に記載され、ボンネット持ち上げ装置として使用されるア
クチュエータ（またはかかるアクチュエータを組み込んでいるボンネット持ち上げシステ
ム）は、より広範な歩行者安全システムに組み込まれてもよい。このような歩行者安全シ
ステムには、（例えば、エアバッグなどの）追加要素（図示せず）が組み込まれる場合が
ある。これらの追加要素は、車両外部に沿って構成され、配置されており、さらに、車両
が移動しているときに、クッション性を助け、あるいは車両と接触する歩行者を保護する
ために展開可能であるように構成されている。
【００６５】
　次に図２４Ａ～２６Ｂを参照すると、本明細書に記載された他の実施形態において、加
圧流体駆動アクチュエータが設けられている。このアクチュエータは、ハウジング内部を
画定する壁を有するハウジングと、当該ハウジングの内側の各部間に上記壁に沿った流体
連通を提供するように上記壁の内面に形成された少なくとも１つの第１の排気口と、この
排気口を通じて、ハウジングの内部からハウジングの外部まで流体が流れることを可能に
する少なくとも１つの開口とを備える。加えて、融解可能なプラグが配置されており、こ
のプラグが融解する前に、上記少なくとも１つの開口を通じた流体の流れを防止するよう
にする。より具体的には、アクチュエータには、排気口７１０が設けられている。排気口
７１０は、ハウジング内に配置された可動部材（例えば、先に説明したピストン３０など
のピストンまたはピストン棒１５０）の第１の相対的に高い方の圧力側と周囲大気との間
の流体連通を可能にするように、あるいは、可動部材の相対的に高い方の圧力側と可動部
材の相対的に低い方の圧力側との間の流体連通を可能にする（この場合、可動部材の相対
的に低い方の圧力側は、周囲大気とも流体連通している）ように配置され、構成されてい
る。上記排気口は、熱分解可能なプラグまたは封止材７６０を形成する感熱材料によって
封止されている。このプラグまたは封止材７６０は、プラグが損傷しておらず、所定位置
にあるときには、当該排気口を通じた加圧ガスの流れを防止する。
【００６６】
　プラグ材料は、高温に曝露されたときに封止材が確実に故障して、排気口を通じた加圧
ガスの流れが可能となるように指定されている。プラグ材料は、任意のブースタ材料また
はガス発生器に組み込まれたガス発生材料の自然発火温度よりも低く、かつ設置及び通常
使用の間にアクチュエータが遭遇する最高温度よりも高い温度範囲内で、上記の障害が発
生するように指定されている。例えば、裸火または焚き火の状況にアクチュエータが曝さ
れている間、このようなプラグ障害温度に遭遇する可能性がある。プラグ７６０は、必要
な高温に曝露され、結果として封止材が故障するまで、排気口７１０の所定位置にとどま
っている。従って、何れの実施形態においても、この排気口は、封止材が故障したときに
加圧ガスを大気に放出する流路を提供する。
【００６７】
　特定の実施形態では、所望の温度範囲内のある温度でプラグ材料が融解することによっ
てプラグが故障する。
　プラグ７６０は、特定用途に適した任意の材料から形成され得る。例えば、金属、金属
合金、ポリマーまたは他の材料が使用され得る。
【００６８】
　特定の実施形態では、プラグ７６０は、１３５°Ｃを超えて２５０°Ｃまでの融解温度
を有する材料から形成されている。
　ある実施形態では、２００°Ｃよりも下の温度で発火するように配合された周知の自動
点火材料が、発火ガス発生器に使用される。
【００６９】
　自動点火材料を採用している実施形態などの、より特定の実施形態では、プラグ７６０
は、好ましくは、１３５°Ｃから１５０°Ｃまでの範囲内の融解温度を有する材料から形
成されている。
【００７０】
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　自動点火材料を採用していないアクチュエータの実施形態では、プラグ材料は、好まし
くは、２２０°Ｃから２５０°Ｃまでの融解温度の例示的な範囲を有して使用される。か
かる材料の一実施例は、融解温度が約２３２°Ｃの錫である。
【００７１】
　適切なポリマーの実施例としては、１３５°Ｃの融解温度を有する高密度ポリエチレン
（ｈｉｇｈ－ｄｅｎｓｉｔｙ　ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ：ＨＤＰＥ）；１６８°Ｃから
１７１°Ｃまでの範囲内の融解温度を有する各等級のポリプロピレン；及びポリ塩化ビニ
ル（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ：ＰＶＣ）が挙げられる。
【００７２】
　加えて、当技術分野において既知の方法で、適切な充填剤及び改質剤をポリマーに付加
することにより、所望の融解点に到達するまで当該材料が安定しやすくなるようにしても
よい。
【００７３】
　充填剤を使用してポリマーの特性を改質し、制御することは、関連技術分野において周
知である。その全体が参照によって本明細書に組み込まれる米国特許第８，９４０，８２
４号は、ポリマーの特性（例えば、融解点）を改質し、制御するために充填剤の使用につ
いて述べている特許参考文献の一例である。その全体が参照によって本明細書に組み込ま
れる米国特許第８，８１５，３５７号は、ポリマーの特性を制御するために改質剤の使用
について述べている特許参考文献の一例である。
【００７４】
　図２４Ａを参照すると、アクチュエータの一実施形態１０００において、上記で説明し
た排気口７１０及びプラグ７６０が、図１に示したピストン３０の代替的な実施形態１３
０に組み込まれている。プラグ７６０は、ピストン棒５０の端部を封止するように機能す
る。排気口７１０は、加圧ガスによって上方に付勢されるピストンの相対的に高い方の圧
力側（すなわち、ピストンのガス発生器側）と、ハウジング１２とピストン棒５０の間に
ある、ピストンの反対側の一部との間の流体連通を可能にする。排気口７１０は、先に説
明したように、感熱材料から形成されたプラグ７６０によって塞がれている。
【００７５】
　図２４Ｂを参照すると、プラグが十分に高い温度に到達してプラグ材料を融解させ、ま
たは封止材の故障を生じさせた後、続いてガスが、矢印Ｇによって示した経路に沿って、
排気口７１０を通じてピストンの高い方の圧力側から大気へと、ハウジングの開口１２ｆ
を経由して移動する。
【００７６】
　図２５Ａを参照すると、別の実施形態において、上記で説明した排気口７１０及びプラ
グ７６０が、ピストン（このピストンは、これに取り付けられた中空のピストン棒６１０
を備える）の別の代替的な実施形態２３０に組み込まれている。アクチュエータの本実施
形態は、排気口７１０により、ピストンの相対的に高い方の圧力側とピストン棒の内部と
の間の流体連通が可能となるように構成されている。このピストン棒の内部は、大気と流
体連通している。排気口７１０は、先に説明したように、感熱材料から形成されたプラグ
７６０によって塞がれている。
【００７７】
　図２５Ｂを参照すると、プラグが十分に高い温度に到達してプラグ材料を融解させ、ま
たは封止材の故障を生じさせた後、続いてガスが、矢印Ｇによって示した経路に沿って、
排気口を通じてピストンの高い方の圧力側から大気へと、ピストン棒６１０の内部を経由
し、ピストン棒のキャップに形成された開口を通って移動する。
【００７８】
　図２６Ａを参照すると、別の実施形態において、上記で説明した排気口７１０及びプラ
グ７６０が、アクチュエータのハウジングの代替的な実施形態１１２に組み込まれている
。アクチュエータの本実施形態は、排気口７１０により、ハウジング１１２の壁を経由し
て、ピストンの相対的に高い方の圧力側と大気との間で直接流体連通することが可能とな
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るように構成されている。排気口７１０は、先に説明したように、感熱材料から形成され
たプラグ７６０によって塞がれている。
【００７９】
　図２６Ｂを参照すると、プラグが十分に高い温度に到達してプラグ材料を融解させ、ま
たは封止材の故障を生じさせた後、続いてガスが、排気口を通じてピストンの高い方の圧
力側から大気へと、ハウジングの排気口７１０を経由して移動する。
【００８０】
　直前に説明した排気口の位置に加え、その代わりに、排気口及び関連するプラグを、ピ
ストンの相対的に高い方の圧力側と周囲大気との間の流体連通の手段を提供するのに適し
た任意の位置に配置することができる。
【００８１】
　本明細書に記載された実施形態に係る排気口及び感熱封止材は、その他のガス駆動装置
に用いてもよいことが理解される。こうした装置では、ピストン（または他のガス可動部
材）の相対的に高い方の圧力側とガス可動部材の相対的に低い方の圧力側との間の（排気
口を経由した）流体連通を可能にすることが望ましく、プラグが損傷しておらず、所定位
置にあるときには、排気口を通じた加圧ガスの流れを防止する感熱プラグまたは感熱封止
材によって排気口を封止することが望ましい。さらに、この感熱プラグまたは感熱封止材
は、既定範囲内の温度に曝されたときに融解するかまたは故障する。例えば、参照によっ
て本明細書に組み込まれる共同所有の米国特許第６，５６８，１８４号は、さらに別の例
示的な発火アクチュエータについて述べている。この発火アクチュエータは、本発明の新
規の排気機能及び／またはプラグ機能の一方または両方を用いることができる。
【００８２】
　様々な実施形態に関する前述の説明は例示のためのものであることが理解されよう。従
って、本明細書に開示された様々な構造上の特徴及び動作上の特徴は多くの修正の対象と
なるが、その何れも添付された請求項の範囲から逸脱しない。
【図１】 【図２】
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